
 

補本公示０５－３第５－３号 

令和５年１２月２１日 

 

契約希望者募集要項の変更 

 

（公募実施権者） 

分任支出負担行為担当官 

海上自衛隊補給本部管理部長 

澤 田 和 広       

 

補本公示０５－３第５号（令和５年１月２５日）で公示した、令和５年度～令和

７年度「不用弾薬の処分役務」の契約希望者募集要項について、下記のとおり変更

します。 

 

記 

 

 別紙について、別表のとおり追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類：別 表 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 表 

別 紙  

対 象 弾 種 

番号 品    名 
火薬類 

取締法 

秘の 

有無 

114 ８３式機雷（火薬あり） ○ 無 

115 ８３式機雷（構成品）  有 

116 ８３式機雷（構成品）  無 

 



 

補本公示０５－３第５－２号 

令和５年１１月１４日 

 

契約希望者募集要項の変更 

 

（公募実施権者） 

分任支出負担行為担当官 

海上自衛隊補給本部管理部長 

澤 田 和 広       

 

補本公示０５－３第５号（令和５年１月２５日）で公示した、令和５年度～令和

７年度「不用弾薬の処分役務」の契約希望者募集要項について、下記のとおり変更

します。 

 

記 

 

 別紙について、別表のとおり追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類：別 表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 表 

別 紙  

対 象 弾 種 

番号 品    名 
火薬類 

取締法 

秘の 

有無 

110 ８０式機雷（火薬あり） ○ 無 

111 ８０式機雷（構成品）  有 

112 ８０式機雷（構成品）  無 

113 ジャイロ組立，８１式短ＳＡＭ用  有 

 



補 本 公 示 ０ ５ － ３ 第 ５ － １ 号

令 和 ５ 年 ６ 月 １ ２ 日

契約希望者募集要項の変更

（公募実施権者）

分任支出負担行為担当官

海上自衛隊補給本部管理部長

中 川  純      

補本公示０５－３第５号（令和５年１月２５日）で公示した、令和５年度～令和

７年度「不用弾薬の処分役務」の契約希望者募集要項について、下記のとおり変更

します。

記

別紙について、別表のとおり追加する。



別 表

別 紙

対 象 弾 種

番号 品    名
火薬類

取締法

秘の

有無

106 Ｋ－１９Ｗ機雷 無

107 訓練機雷Ｋ－５Ｙ 無

108 擬製機雷 無

109 訓練機雷用記録装置 無



補 本 公 示 ０ ５ － ３ 第 ５ 号

令 和 ５ 年 １ 月 ２ ５ 日

令和５年度～令和７年度「不用弾薬の処分役務」の契約希望者募集要

項

（公募実施権者）

分任支出負担行為担当官

海上自衛隊補給本部管理部長

中 川  純      

令和５年度～令和７年度「不用弾薬の処分役務」の契約について公募を実施する

ので、参加希望者は、下記に基づき資料等を提出してください。

記

１ 調達品目等

  令和５年度～令和７年度「不用弾薬の処分役務」

  対象弾薬については別紙のとおり。

      

２ 公募に応募できる者の資格

応募できる者は、次に掲げる事項の全てに該当する者とする。

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）（以下「予決令」という。）

第７０条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な

同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

（２）予決令第７１条の規定に該当しない者であること。

（３）防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官（以下「省指名停止

権者」という。）又は海上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止

等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

（４）前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者

であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛

省と契約を行おうとする者でないこと。

（５）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。

ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、

この限りではない。



（６）経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正

な契約の履行が確保される者

（７）令和０４・０５・０６年度競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」

の競争参加資格を有するか、申請中である者又は経営の規模及び経営の状況が

それと同等である者。なお申請中に応募した場合は資格決定後、速やかに資格

審査結果通知書（写し）を提出すること。

（８）処分に当たり、必要な技術及び設備を有していること。

（９）秘密を取扱う場合は、秘密に属する物件等を保管できる設備を有し、秘密保

全上支障のないことを確認した者を充てることができること。

（10）秘密を取扱う場合は、保全教育等を実施する体制を有すること。

（11）火薬類を取扱う場合は、火薬類取締法等に基づく許可を受けているか、契約

時に当該許可を確実に受けられる見込みのある者

（12）日本国籍を有し、日本国憲法及びその下に成立した政府を暴力等で破壊する

ことを主張する団体等、その他を結成し又は加入し若しくは協力していないこ

とを証明又は誓約し、若しくは保証できる者

３ 参加表明

応募する者は、別紙様式に示す「参加表明書」及び第１号又は第２号に掲げる

資料並びに次項に掲げる設備及び体制等を証明する資料（以下「技術資料」とい

う。）を提出しなければならない。ただし、前年度に同一の資料を提出した者で、

本年度においても変更がない場合は、その旨の書面を提出することで資料の提出

を省略することができる。

（１）資格審査結果通知書（写し）

（２）第２項第７号の競争参加資格を有していないものは、会社の財政状況・経営

成績を証する書類（直近の決算期における有価証券報告書、監査報告書並びに

会計監査人設置会社にあっては、会計監査報告書及び内部統制システム整備状

況の概要）

４ 技術資料の提出

次に示す項目について、提出するものとする。

ただし、前年度以降に同一の資料を提出したもので、本年度の資料に変更がな

い又は部分的な変更のみである場合は、変更がない旨の書面又は変更となった部

分を明記した書面及び変更部分に係る技術資料を提出することで第１号から第３

に示す資料の提出を省略することができる。また、他の公募実施権者が実施した

同種の公募手続における技術審査に合格している場合は、当該合格通知の写し及

び合格時の技術資料と変更がない旨の書面をもって代えることができる。



（１）過去５年間における最新の同種契約実績（他官庁又は民間向け実績を含む。

実績がない場合は省略可。）

（２）第２項に規定する技術及び設備を証明する書類

（３）処分計画書（工程表、処分方法）

５ 参加表明書及び技術資料の提出先等

（１）提出先

海上自衛隊補給本部管理部契約課審査係

〒１１４－８５６５

東京都北区十条台一丁目５－７０

０３－３９０８－５１２１（内線５６６５、５６６６）

（２）提出期間

令和５年１月２５日（水）～令和５年２月８日（水）

なお、上記の期間にかかわらず、新たに体制、設備等が整った場合は応募す

ることができる。

ただし、希望する調達品目の調達に間に合わないことがある。

（３）提出方法

直接持参又は郵送とし、直接持参する場合は、土、日及び祝日を除く毎日、

午前８時３０分から午後５時１５分までとする。ただし、正午から午後１時ま

での時間を除く。

（４）提出部数

参加表明書、技術資料共各２部（第３項に定める会社の財政状況・経営成績

を証する書類は１部）

６ 技術資料の審査等

技術資料の提出者は、海上自衛隊補給本部の担当者から提出資料について説明

を求められた場合には、協力しなければならない。また、追加資料等の提出を求

められた場合には、正当な理由がある場合を除き、必要な資料等を提出しなけれ

ばならない。

７ 審査結果の通知等

公募実施権者は、資格審査結果、技術審査結果を応募者に対し通知する。

８ 疑義の申立

（１）審査結果に疑義のある者は、公募実施権者に対して、当該疑義の内容につい  

て、審査結果の通知を受理した日の翌日から起算して５日（土、日及び祝日を



除く。）以内に書面をもって申し立てることができる。

ア 窓 口

第５項第１号に同じ。

イ 時 間

直接持参する場合は土、日及び祝日を除く毎日、午前８時３０分から午後

５時１５分までとする。ただし、正午から午後１時までの時間を除く。

（２）公募実施権者は、疑義について説明を求められた場合は、疑義の申立の書面

を受理した日の翌日から起算して５日（土、日及び祝日を除く。）以内に、説明

を求めた者に対して書面により回答する。

（３）疑義の再申立については、書面による回答を受理した日から３日（土、日及

び祝日を除く。）以内に書面をもって申し立てることができ、公募実施権者は、

疑義の再申立の書面を受理した日の翌日から３日（土、日及び祝日を除く。）以

内に、説明を求めた者に対して書面により回答する。

９ 応募に当たっての留意事項

（１）応募者は、応募に当たり次の各号について同意した上で応募するものとする。

ア 提出資料に虚偽の記載をした者の応募は無効とする。

イ 正当な理由がなく資料を提出しなかった者、業態調査に協力しなかった又

は妨害した者の応募は無効とする。

ウ 審査後、資料に虚偽の記載が判明した場合、他の調達要求に係る公募又は

入札等を停止することができる。

エ 資料等の作成、提出及び説明会への参加並びに業態調査への協力に要する

費用は、応募者の負担とする。

オ 提出資料は、原則として返却しないものとする。

カ 提出書類は、他の目的に使用しない。

キ 提出資料に、受注の可否に影響のある変更が生じた場合は、速やかに報告

すること。

ク 当該調達品目については、公示時点で調達を予定しているものであり、今

後必ず調達があることを保証するものではない。

（２）資料等の提出に当たっては、製本等、過剰な編てつは不要とする。

（３）調達品目の仕様に関する問合せを、補給本部管理部契約課審査係に行うこと

ができる。

添付書類：別紙様式



別紙様式

○○．○○．○○

（記入例）

海上自衛隊補給本部管理部長  殿

○○○○○○㈱

代表取締役社長 ○○ ○○

参 加 表 明 書

令和５年度～令和７年度「不用弾薬の処分役務」（補本公示０５－３第５号（令和

５年１月２５日））について、下記のとおり応募します。

記

番 号 品    名

１ Ｋ－５機雷（火薬なし）

添付書類：１ 資格審査結果通知書

２ 技術資料一式



別 紙

対 象 弾 種

番号 品    名
火薬類

取締法

秘の

有無

１ Ｋ－５機雷（火薬なし） 有

２ Ｋ－１６Ｂ機雷 ○ 無

３ Ｋ－１６Ｃ機雷（火薬なし） 有

４ Ｋ－１６Ｃ機雷（火薬あり） ○ 無

５ Ｋ－２４Ｂ機雷 ○ 無

６ Ｋ－２４Ｃ機雷（火薬なし） 有

７ Ｋ－２４Ｃ機雷（火薬あり） ○ 無

８ ＭＫ２５Ｂ機雷 ○ 無

９ ＭＫ２５Ｃ機雷 ○ 無

１０ ＭＫ３６機雷 ○ 無

１１ 機雷用発火装置５型 有

１２ 機雷用発火装置１６形 有

１３ 機雷用発火装置１８形 有

１４ 機雷用発火装置１９形 有

１５ 機雷用発火装置２３形 有

１６ 機雷用発火装置２４形 有

１７ 機雷用発火装置２５形 有

１８ 機雷用発火装置ＭＫ２０（Ｎ） 有

１９ 機雷用発火装置ＭＫ２１（Ｎ） 有

２０ 機雷用発火装置ＭＫ２２（Ｎ） 有

２１ 機雷用自滅装置１型 有



対 象 弾 種

番号 品    名
火薬類

取締法

秘の

有無

２２ 機雷用試験器７型改１ 有

２３ 機雷用試験器１０型改１ 有

２４ 機雷用試験器５２型改１ 有

２５ 機雷用受波装置ＭＫ２１（Ｎ） 有

２６ 機雷用受波装置ＭＫ２２（Ｎ） 有

２７ 機雷用制御装置ＭＫ３９（Ｎ） 有

２８ 機雷用アーミング装置 ○ 有

２９ 爆雷用アーミング装置 ○ 無

３０ 訓練機雷標示弾 ○ 無

３１ 処分具用係維索切断器 ○ 無

３２ 水雷用雷管 ○ 無

３３ デストラクタ用アーミング・デバイス ○ 無

３４ デストラクタ用ブースタ ○ 無

３５ デストラクタ用フャイアリング・メカニズム 有

３６ アスロック用ロケットモーター ○ 無

３７ 魚雷用起爆器 無

３８ 魚雷用伝爆薬筒 〇 無

３９ ＭＫ４６魚雷本体 有

４０ ＭＫ４６魚雷実用頭部 ○ 無

４１ ＭＫ４６魚雷用起爆装置 ○ 有

４２ ８９式魚雷本体 有



対 象 弾 種

番号 品    名
火薬類

取締法

秘の

有無

４３ ８９式魚雷実用頭部 〇 無

４４ ８９式魚雷慣性起爆装置 〇 無

４５ ８９式魚雷近接起爆装置 無

４６ ８９式魚雷伝爆薬筒組立（装薬） 〇 無

４７ ８９式魚雷スクイブ組立 ○ 無

４８ ガス発生器、８９式魚雷訓練頭部用 〇 無

４９ イグナイタ、８９式魚雷訓練頭部用 〇 無

５０ ８９式魚雷訓練頭部用爆発ボルト 〇 無

５１ 点火薬 〇 無

５２ 固体推薬 〇 無

５３ ＳＭ－１／２用実用頭部 ○ 無

５４ ＳＭ－１用訓練頭部 ○ 無

５５ ＳＭ－１用制御部用電源 ○ 無

５６ ＳＭ－１用操舵装置 無

５７ ＳＭ－１用誘導部 有

５８ ＳＭ－１用弾頭部 有

５９ ＳＭ－２用ロケットモーター ○ 無

６０ ＲＩＭ－７Ｆ／Ｍ用実用頭部 ○ 無

６１ ＲＩＭ－７Ｆ／Ｍ用訓練頭部 ○ 無

６２ ＲＩＭ－７Ｆ／Ｍ用ロケットモーター ○ 無

６３ ジェットベーンコントロールユニット ＲＩＭ－７Ｍ用 〇 無



対 象 弾 種

番号 品    名
火薬類

取締法

秘の

有無

６４ ＲＩＭ－１６２用実用頭部 ○ 無

６５ ＲＩＭ－１６２用ロケットモーター ○ 無

６６ バッテリー ハープーン用 ○ 無

６７ イニシエーター、ハープーンミサイル用 〇 無

６８ クラッシュセンサー、ハープーンミサイル用 〇 無

６９ 爆発性ボルト、ハープーンミサイル用 〇 無

７０ プレッシャプローブ、ハープーン用 〇 無

７１ ヒューズ、ハープーン用 〇 無

７２ ９０式艦対艦誘導弾用ブースタ ○ 無

７３ ９０式艦対艦誘導弾用信管 ○ 無

７４ ９０式艦対艦誘導弾用パワーカートリッジ ○ 無

７５ 電池（誘導部用）９０式艦対艦誘導弾用 〇 無

７６ 電池（誘導部用）９１式艦対艦誘導弾用 〇 無

７７ 砲弾（信管付） ○ 無

７８ 砲弾（信管なし） ○ 無

７９ 砲弾用信管 ○ 無

８０ 砲弾用信管 ○ 有

８１ 小火器用弾薬 ○ 無

８２ チャフロケット弾 ○ 有

８３ ＩＲデコイ弾 ○ 無

８４ 電波妨害弾 ○ 無



対 象 弾 種

番号 品    名
火薬類

取締法

秘の

有無

８５ フレア弾 ○ 無

８６ チャフ、フレア用スクイブ ○ 無

８７ ＭＫ１２カッター薬包 ○ 無

８８ カートリッジ・アクチェータ ○ 無

８９ 航空機用火工品 ○ 無

９０ 信号弾 ○ 無

９１ 潜水艦用信号弾 ○ 無

９２ 信号筒 ○ 無

９３ 信号発煙筒 ○ 無

９４ 信号発煙照明筒 ○ 無

９５ 信号炎管 ○ 無

９６ 空中発音弾 ○ 無

９７ 水中発音弾 ○ 無

９８ 閃光発音筒 ○ 無

９９ 発煙筒 ○ 無

100信号セット救難用 ○ 無

101警備銃弾 ○ 無

102救命索投射機用発射薬包 ○ 無

103救命索投射機用索投射ロケット ○ 無

104もやい索投射機用推進薬包 ○ 無

105もやい索投射機用発射薬包 ○ 無


